
令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 

Ⅰ．会 議 関 係 

１．理 事 会 

（１）第３６回理事会

開催日時 令和６年６月３日 (月) 午後２時００分～午後３時３０分 

開催場所 公益財団法人給水工事技術振興財団 会議室 

（オンライン併用：出席理事１１名中８名がオンライン出席、

出席監事２名中２名がオンライン出席） 

１）開  会

事務局の司会により開会し、岡澤理事長、国土交通省水管理・国土保全局水

道事業課名倉課長及び環境省水・大気環境局環境管理課水道水質・衛生管理室

柳田室長から挨拶があった。 

２）会議の成立

事務局から理事出席者が次のとおり過半数に達しており、定款第４１条の

規定により会議が成立している旨の報告があった。

（理事現在数１４名、出席理事数１１名） 

３）議事録署名人

議長である岡澤理事長と、飯嶋監事及び内藤監事を署名人とした。

４）議    事 

    [議 決 事 項] 

① 第１号議案 令和５年度事業報告（案）について

議長は、各理事に意見を求めたところ、機関誌、参考図書などの電子書籍

の導入予定と、事業報告におけるＳＤＧｓの目標記載について質問があり、

事務局から答弁を行った後、第１号議案は、原案のとおり決議した。

② 第２号議案 令和５年度計算書類等（案）について

原案のとおり決議した。

③ 第３号議案 第２８回評議員会の招集（案）について

原案のとおり決議した。

[報 告 事 項] 
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① 理事及び監事の選任（案）及び評議員の選任（案）について

事務局より、理事及び監事の選任（案）について、現理事及び監事全員が令

和６年定時評議員会の終結時に任期満了になることにより、先ず、谷合理事

の任期満了の退任が報告され、続いて第２８回評議員会において選任を諮る

予定の理事候補者１４名（１名未定）及び監事候補者２名の紹介があり、任期

については、令和６年６月２０日から令和８年定時評議員会終結時までにな

ると報告があった。 

 理事 

（再任）青 木 秀 幸  公益社団法人日本水道協会理事長

（再任）阿 部 一 恵  公益社団法人全国消費生活相談員協会参与

（再任）石 飛 博 之 公益財団法人給水工事技術振興財団

（再任）岡 澤 和 好 公益財団法人給水工事技術振興財団

（再任）尾 原 正 史  大阪市水道局理事

（再任）風 間 ふたば  山梨大学名誉教授

（再任）鈴 木 謙次郎  塩化ビニル管・継手協会副会長

（再任）滝 沢 智  東京大学大学院工学系研究科教授

（新任）谷合祐一理事の後任は令和6年6月10日開催予定の給水システム協会の通常総会後決定予定

（再任）田 村 聡 志  一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会理事長

（再任）藤 成 德  全国管工事業協同組合連合会副会長

（再任）朴 恵 淑  三重大学客員教授

（再任）藤 川 幸 造  全国管工事業協同組合連合会会長

（再任）和 田 均  全国管工事業協同組合連合会副会長

監事 

（再任）飯 嶋 宣 雄  元東京都公営企業管理者水道局長 

（再任）内 藤 重 治  税理士 

 なお、理事全員の任期満了に伴う理事長及び専務理事の選定については、改

めて理事会を招集することなく、定款第４３条の規定により決議を省略し、書

面又は電磁的記録による全員の同意の意思表示をもって議決があったものと

みなす手続きにより選定することとしたいとの報告があった。 

次に、評議員の選任（案）についても、現評議員全員が令和６年定時評議員

会の終結時に任期満了になることにより、先ず、植田評議員、筧評議員、佐々

木評議員、古川評議員、松岡評議員、宮﨑評議員及び村上評議員７名の任期満
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了の退任が報告され、続いて第２８回評議員会において評議員候補者２５名

（１名未定）の選任が諮られる予定であることが報告された。なお、任期につ

いては、令和６年６月２０日から令和１０年定時評議員会終結時までになると

報告があった。 

評議員 

（再任）安 藤 茂 公益財団法人水道技術研究センター理事長 

（再任）上 杉 貴 志 全国管工事業協同組合連合会理事 

（再任）小 田 祐 士 全国簡易水道協議会会長 

（新任）鬼 村 和 人 広島市水道局次長兼技術部長 水道技術管理者  

（再任）鹿 野 淳 一 全国管工事業協同組合連合会副会長 

（新任）狩 野 裕 二  日本水道鋼管協会専務理事 

（再任）久 我 洋一郎 福岡市水道局保全部長 

（再任）見 城 美枝子 青森大学副学長・エッセイスト・ジャーナリスト 

（再任）小 泉 明 東京都立大学都市環境学部特任教授 

（再任）佐 藤 安 幸  全国管工事業協同組合連合会理事 

（再任）白 澤 洋 配水用ポリエチレンパイプシステム協会アドバイザー 

    （再任）鈴 木 雅 彦 横浜市水道局担当理事 水道技術管理者 

（新任）住 友 寛 明 札幌市水道局給水部長 

    （再任）高 原 豊 明 全国管工事業協同組合連合会理事 

（新任）仲 井 章 一 公益社団法人空気調和・衛生工学会業務執行理事 

（再任）濱 崎 雅 幸 一般社団法人日本バルブ工業会専務理事 

（再任）馬 場 博 嗣 全国管工事業協同組合連合会副会長 

（再任）古 米 弘 明  中央大学研究開発機構教授 

（再任）穂 刈 泰 男 全国管工事業協同組合連合会副会長 

（再任）増 子 敦 特定非営利活動法人日本オゾン協会会長 

（再任）間 山 一 典 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会会長 

（新任）宮﨑正信評議員の後任は令和６年６月７日開催予定の日本水道工業団体連合会の通常総会後決定予定 

（新任）三 浦 哲 也  八戸圏域水道企業団副企業長 

（再任）宮 野 知 生 仙台市水道局給水部長 

（新任）渡 部 健 一 名古屋市上下水道局計画部長 水道技術管理者 

② 職務の執行状況について

事務局より、令和６年２月６日から令和６年６月３日までの理事長及び専務
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理事の職務の執行状況について報告があった。 

（２）第３７回理事会（書面議決）

１）理事会の決議があったものとみなされた日

令和６年６月２４日

２）理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

藤川幸造理事

３）議事録の作成に係る署名人

岡澤和好理事

４）書面による議決権を行使することのできる理事の総数     １４名

書面による議決権を行使することのできる理事の議決権の個数 １４個

５）理事会の決議の目的である事項

提案１ 理事長の選定について

岡澤和好理事を理事長に選定する。

提案２ 専務理事の選定について

石飛博之理事を専務理事に選定する。 

６）理事会の決議の目的である事項の経過の概要及びその結果

令和６年６月２０日付けで定款第４３条の規定に基づき、藤川幸造理事

から理事会の決議の目的である事項について提案があり、その提案を理事

１４名全員に対して発したところ、理事全員から書面により同意の意思表

示を得たので、当該事項は、理事会の議決があったものとみなされた。

 上記のとおり、決議の省略を行ったので、理事会の議決があったものと

みなされた事項を明確にするため、本議事録を作成する。

(３）第３８回理事会

開催日時 令和７年２月５日 (水) 午後２時００分～午後３時００分 

開催場所 公益財団法人給水工事技術振興財団 会議室 

（オンライン併用：出席理事１３名中１１名がオンライン出席、

出席監事２名中２名がオンライン出席） 

１）開  会

事務局の司会により開会し、岡澤理事長から挨拶があった。
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２）会議の成立 

         事務局から理事出席者が次のとおり過半数に達しており、定款第４１条の

規定により会議が成立している旨の報告があった。 

                        （理事現在数１４名、出席理事数１３名） 

     ３）議事録署名人 

         議長である岡澤理事長と、飯嶋監事及び内藤監事を署名人とした。 

４）議    事 

      [議 決 事 項] 

① 第１号議案 令和７年度事業計画（案）について 

       議長は、各理事に意見又は質問を求めたところ、機関誌、給水装置工事技

術指針等のデジタル化への対応について質問があり、事務局から答弁を行っ

た後、第１号議案は、原案のとおり決議された。 

② 第２号議案 令和７年度正味財産増減予算書（案）について 

      原案のとおり決議した。 

③ 第３号議案 第２９回評議員会の招集（案）について 

     原案のとおり決議した。 

        [報 告 事 項] 

職務の執行状況について 

事務局から、令和６年６月４日から令和７年２月５日までの理事長及び専務

理事の職務の執行状況について報告があった。 

［その他］ 

議長は、各理事に財団の運営について意見又は質問を求めたところ、財団より

令和６年１月１日に発生した能登半島地震において給水装置にも甚大な被害

が発生したことから、東日本大震災及び熊本地震の時と同様に給水装置の被

害状況調査を実施することが必要との説明があり、他の理事から財団が実施

することを期待する旨の意見があった。 

 

２．評 議 員 会 

(１）第２８回評議員会 

開催日時 令和６年６月２０日 (木) 午後２時００分～午後３時３５分 

 開催場所  公益財団法人給水工事技術振興財団 会議室 
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（オンライン併用：出席評議員１７名中１７名がオンライン出席、 

出席監事２名中２名がオンライン出席） 

１）開  会 

事務局の司会により開会し、岡澤理事長から挨拶があった。 

２）会議の成立 

事務局から、次のとおり評議員の出席が過半数に達しており、会議が成立

している旨の報告があった。 

     （評議員現在数２５名、出席評議員数１７名） 

３）議事録署名人の選出 

議長である古米評議員と、見城評議員及び鈴木評議員を選出した。 

４）議    事 

     [議 決 事 項] 

① 第１号議案 令和５年度事業報告（案）について 

原案のとおり決議した。説明終了後、議長は、各評議員に意見を求めたと

ころ、給水装置工事主任技術者試験及び給水装置工事配管技能検定会におけ

る合格率の目標値について、給水装置工事配管技能検定会が２年連続で未開

催地があることについて、外国籍の方の給水装置工事主任技術者試験及び給

水装置工事配管技能検定会の受験者数等について、主任技術者研修に関して

受講内容が不明確な自社内研修の実態を調査する意向について質問があり、

事務局から説明を行った後、特に意見はなく、第１号議案は、原案のとおり

決議された。 

②  第２号議案 令和５年度計算書類等（案）について 

説明終了後、議長は、各理事に意見及び質問を求めたところ、正味財産期

末残高について質問があり、事務局から説明後、第２号議案は原案のとおり

決議した。 

③ 第３号議案 理事及び監事の選任（案）及び評議員の選任（案）について 

  初めに、理事及び監事の選任（案）について、理事及び監事全員が本評議       

員会の終結時に任期満了になることから、提出資料に基づき審議をした後、    

一人ずつ決議を取り原案のとおり令和６年６月２０日付けで、谷合理事が任

期満了で退任し、次の理事１４名及び監事２名を選任した。 

  なお、任期については、定款第３１条第１項の規定により令和８年定時   
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評議員会終結時までになると説明があった。 

理事 

（再任）青 木 秀 幸  公益社団法人日本水道協会理事長 

（再任）阿 部 一 恵  公益社団法人全国消費生活相談員協会参与 

（再任）石 飛 博 之  公益財団法人給水工事技術振興財団 

（再任）岡 澤 和 好  公益財団法人給水工事技術振興財団 

（再任）尾 原 正 史  大阪市水道局理事 

（再任）風 間 ふたば  山梨大学名誉教授 

（新任）重 野 啓 司  給水システム協会会長 

         （再任）鈴 木 謙次郎  塩化ビニル管・継手協会副会長 専務理事 

（再任）滝 沢   智  東京大学大学院工学系研究科教授 

（再任）田 村 聡 志  一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会理事長 

（再任）藤   成 德  全国管工事業協同組合連合会副会長 

（再任）朴   恵 淑  三重大学客員教授 

（再任）藤 川 幸 造  全国管工事業協同組合連合会会長 

（再任）和 田   均  全国管工事業協同組合連合会副会長 

監事 

（再任）飯 嶋 宣 雄  元東京都公営企業管理者水道局長 

（再任）内 藤 重 治  税理士  

 

次に、評議員の選任（案）についても、評議員全員が本評議員会の終結時

に任期満了になることから、提出資料に基づき審議をした後、一人ずつ決議

を取り原案のとおり、令和６年６月２０日付けをもって、植田評議員、筧評

議員、佐々木評議員、古川評議員、松岡評議員、宮﨑評議員及び村上評議員

の７名が任期満了で退任し、次の評議員２５名を選任した。 

なお、任期については、定款第１５条第１項の規定により令和１０年定時

評議員会終結時までになると説明があった。 

 
評議員 

              （再任）安 藤   茂 公益財団法人水道技術研究センター理事長 

（再任）上 杉 貴 志 全国管工事業協同組合連合会理事 

（再任）小 田 祐 士 全国簡易水道協議会会長 

（新任）鬼 村 和 人  広島市水道局次長兼技術部長水道技術管理者  
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（再任）鹿 野 淳 一 全国管工事業協同組合連合会副会長 

（新任）狩 野 裕 二  日本水道鋼管協会専務理事  

（再任）久 我 洋一郎 福岡市水道局保全部長 

（再任）見 城 美枝子 青森大学名誉教授・エッセイスト・ジャーナリスト 

（再任）小 泉 明 東京都立大学都市環境学部特任教授 

（再任）佐 藤 安 幸  全国管工事業協同組合連合会理事 

（再任）白 澤 洋    配水用ポリエチレンパイプシステム協会アドバイザー 

（再任）鈴 木 雅 彦 横浜市水道局担当理事 水道技術管理者 

（新任）住 友 寛 明 札幌市水道局給水部長 

（再任）高 原 豊 明 全国管工事業協同組合連合会理事 

（新任）仲 井 章 一 公益社団法人空気調和・衛生工学会業務執行理事 

（再任）濱 崎 雅 幸 一般社団法人日本バルブ工業会専務理事 

（再任）馬 場 博 嗣 全国管工事業協同組合連合会副会長 

（再任）古 米 弘 明  中央大学研究開発機構教授 

（再任）穂 刈 泰 男 全国管工事業協同組合連合会副会長 

（再任）増 子 敦 特定非営利活動法人日本オゾン協会会長 

（再任）間 山 一 典 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会会長 

（新任）三 浦 哲 也  八戸圏域水道企業団副企業長 

（再任）宮 野 知 生 仙台市水道局給水部長 

（新任） 森 岡 泰 裕 一般社団法人日本水道工業団体連合会専務理事 

（新任）渡 部 健 一 名古屋市上下水道局計画部長水道技術管理者 

(２）第２９回評議員会

開催日時 令和７年３月４日 (火) 午後２時００分～午後３時００分

開催場所  公益財団法人給水工事技術振興財団 会議室 

（オンライン併用：出席評議員１９名中１９名がオンライン出席、 

出席監事２名中２名がオンライン出席） 

１）開  会

事務局の司会により開会し、岡澤理事長から挨拶があった。

２）会議の成立

8



事務局から、次のとおり評議員の出席が過半数に達しており、会議が成立し

ている旨の報告があった。 

     （評議員現在数２５名、出席評議員数１９名） 

  ３）議事録署名人の選出 

議長である古米評議員と、穂刈泰男評議員及び増子敦評議員を選出した。 

  ４）議    事 

    [議 決 事 項] 

① 第１号議案 令和７年度事業計画（案）について 

説明終了後、議長は、各評議員に意見を求めたところ、給水工事主任技術

者試験における受験手数料のクレジットカード決済の導入に伴う利便性と

安全性について、水道水中の有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）に関する情報発

信について質問があり、事務局から説明を行い、議長からは、ＰＦＡＳにつ

いては機関誌に加えて財団のＨＰでも情報発信を行うべきと意見があった

後、第１号議案は、原案のとおり決議された。 

② 第２号議案 令和７年度正味財産増減予算書（案）について 

説明終了後、議長は、各評議員に意見を求めたところ、「給水装置工事技術

指針２０２５」のデジタル化の予定について、参考図書売上収入と印刷製本費

の内訳について質問があり、事務局から説明を行った後、第２号議案は、原案

のとおり決議された。 

 ５）閉  会 

最後に、議長は、各評議員に財団の運営について意見又は質問を求めたと

ころ、給水装置工事配管技能検定会の未実施地があることについての質問が

あり、事務局から説明を行った後、財団より令和６年１月１日に発生した能登

半島地震において給水装置に甚大な被害が発生したことから、国土交通省の

協力を仰ぎ被害状況調査を実施したい旨の発言があった。 

その他に特に意見等は無かった。 

議長は、以上により終始異常なく議事を終了し閉会を宣した。 

 

  ３．監 事 会 

  （１）第１８回監事会 

  開催日時 令和６年５月２１日 (火) 午後１時２５分～午後２時４０分 

  開催場所 公益財団法人給水工事技術振興財団 会議室 
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 [議  題] 

１）令和５年度事業報告（案）について

２）令和５年度計算書類等（案）について

令和５年度事業報告（案）及び令和５年度計算書類等（案）について監査を行

った。

Ⅱ．事 業 関 係

１ 給水装置工事主任技術者国家試験実施事業 

（１）令和６年度給水装置工事主任技術者試験

水道法第２５条の１２に基づく給水装置工事主任技術者試験の指定試験機関

として、同試験の実施に関する事務を以下のとおり実施した。

１）給水装置工事主任技術者試験委員会、同幹事委員会、同選定委員会

試験問題の作成及び合否判定等、給水装置工事主任技術者免状の交付を受ける

者として必要な知識を有するかどうかの判定について審議するため、試験委員会

を開催した。 

また、大規模な風水害や地震等により一部の地区で試験が実施できなくなった

事態に備えて、同じ年度に再試験ができるよう、令和４年度より再試験問題を作

成している。ただし、実際に再試験が実施されるのは稀であり、一旦作成した再

試験問題も時代の変遷とともに問題として適さなくなるおそれがあるため、令和

６年度からは、作成した再試験問題の一部を本試験に活用し、新たに作成した再

試験問題を幹事委員会にて審査し、順次更新していくこととした。 

試験委員会等の実施状況 

① 試験委員会（第１回） 令和 ６年 ５月１６日（木）

（第２回） 〃  １１月１５日（金） 

② 幹事委員会（第１回） 〃 ７月１日（月） 

（第２回） 〃 ７月１１日（木） 

（第３回） 〃 ７月２５日（木） 

（第４回） 〃  １１月２６日（火） 

（第５回） 〃  １２月１０日（火） 
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③ 選定委員会 令和 ６年 ８月 １日（木）及び２日（金） 

２）試験の実施状況

令和６年度における、受験票交付数は令和５年度とほぼ同数で、前年度比１０

０．５％となった。 

試験の実施状況 

① 試 験 日 令和６年１０月２７日(日)

② 試 験 地 全国８地区（１１試験会場）

[北海道、東北、関東（３試験会場）、中部、関西（２試験会場）、

中国四国、九州、沖縄] 

③ 交付受験票数   １４，５５０名（前年度実績 １４，４８２名） 

④ 受験者数   １２，６２９名（前年度実績 １２，６１６名） 

受験率 ８６．８％（前年度実績 ８７．１％） 

⑤ 合格者数 ４，４０７名（前年度実績  ４，３５１名） 

合格率 ３４．９％（前年度実績 ３４．５％） 

⑥ 試験監督員数 ５１５名（前年度実績 ５４３名） 

⑦ 合格発表日時 令和６年１１月２９日（金）午前１０時より 

<<経費節減等>> 

 試験会場については、早い時期から候補会場の管理者と協議を行い会場の確保に

努めたことにより、北海道、東北、関東２会場、中部、関西１会場、中国四国、九州

地区においては、安価な大学の会場で試験を実施することができた。 

 試験運営については、令和５年度に引き続き見積り合わせにより運営事業者を決

定した。一方、令和６年度においては、会場の規模や立地条件などを考慮し、２会場

を直営運営とした。 

 試験受付事務の電子化については、受験手数料の納入方法として、引き続き従来の

郵便振替に加えてインターネットを介したクレジットカード決済により、受験者の

利便性向上を図った。 

<<喫煙防止対策・無断駐車対策>> 
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 令和６年度においても、全試験会場及び周辺地域における喫煙防止対策として、必

要な警備員を配置し喫煙者に対して注意を促したことから、会場や周辺地域から大

きな苦情はなかった。 

また、会場周辺地域での無断駐車対策として、必要な警備員を配置し注意を促すな

どの対策を行ったことから、周辺地域から大きな苦情はなかった。 

（２）給水装置工事主任技術者免状交付事業

給水装置工事主任技術者免状発行業務は、平成３０年度までは厚生労働省か

ら随意契約で当財団が受託してきたが、令和元年度から一般競争入札案件とさ

れた。令和６年度より水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省、環境省

に移管され、これまでと同様に一般競争入札を経て免状発行業務を受託し、次の

通り免状を交付した。

〇免状交付数 ４，７５８名 （前年度実績 ４，７２６名） 

（新規４，３２５名、書換え１２４名、再交付３０９名） 

２．給水装置工事主任技術者研修等事業

（１）給水装置工事主任技術者研修事業

水道法施行規則第３６条第４号において「給水装置工事主任技術者及びその

他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研

修の機会を確保するよう努めること」と規定されている。 

また、令和元年１０月１日に改正水道法が施行され、指定給水装置工事事業者

の５年の更新制度が導入された。それに伴い水道事業者は、その指定更新にあた

って給水装置工事主任技術者の研修受講状況について確認することになった。 

当財団では、給水装置工事主任技術者に対する研修として、令和元年７月より

インターネットを利用した学習成果判定手法を含むｅラーニングシステムによ

る研修、及び公益社団法人日本水道協会（日水協）に後援をいただき、全国管工

事業協同組合連合会（全管連）と共催して各都道府県で行う現地研修会を令和元

年１２月より実施し、令和６年度は１４県で開催した。 

しかし、指定給水装置工事事業者５年更新制度の更新時に確認することが望ま

しい事項の一つとなっている主任技術者の研修受講状況については、受講修了証

などの受講の事実と内容を証明する書類が交付される第三者機関による外部研
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修ではなく、受講内容が不明確な自社内研修を受講したとしている者が増えてお

り、当財団が実施している主任技術者研修を受講する主任技術者が減少する傾向

であったが令和６年度は増加に転じた。 

１）給水装置工事主任技術者研修

① eラーニング研修

・受講申込者数  ２，２３９名 （前年度実績 １，５２８名） 

② 現地研修

・開催地 １４県・１９都市 （前年度実績 １４県・１６都市） 

・開催回数   ２２回 （前年度実績 １７回） 

・受講申込者数  ７７５名 （前年度実績 ４７７名） 

（２）給水装置工事主任技術者証発行事業

給水装置工事主任技術者の希望に応じて、携帯用顔写真入りの主任技術者証を

有償で発行した。令和元年７月からは、有効期間を５年とし、試験合格から５年

未満であること、財団の実施するｅラーニング研修又は現地研修会を修了してい

ることを条件として発行している。

令和６年度の主任技術者証の発行数は次の通りであった。

〇主任技術者証発行数 ４，１４８名（前年度実績 ３，４２５名） 

３．給水装置工事配管技能者養成事業

（１）給水装置工事配管技能検定会事業

水道法施行規則第３６条第２号において、配水管から分岐して給水管を設け

る工事などを行う場合は、「適切に作業を行うことができる技能を有する者を

従事させること」と規定されている。 

また、令和元年１０月１日に施行された改正水道法により導入された、指定

給水装置工事事業者の５年の更新制度において、水道事業者は、その指定更新

にあたっては、給水装置工事における「技能を有する者」の配置状況及びその

資格について確認することになった。 

こうした「技能を有する者」の育成を目的として、日水協及び全管連の後援

をいただき、令和６年度は全国２５道府県で開催した。 
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１）給水装置工事配管技能検定会

  受検申込者数合計  １，１６４名 （前年度実績 １，２１９名） 

なお、令和６年度給水装置工事配管技能検定会の合格者９６９名全員に

「給水装置工事配管技能者証」を発行した。 

① 全国標準検定

・開催地 １道２府２２県 （前年度実績 １都１道１府２１県） 

・開催回数 ２７回 （前年度実績 ２６回） 

・受検申込者数  １，１６４名 （前年度実績 １，２１９名） 

（給水管接合等の実技免除で分岐穿孔のみの受検申込者１３９名を含む） 

２) 給水装置工事配管技能者証の発行事業

・給水装置工事配管技能者証の合計発行者数

４，０６５名 （前年度実績 ５，６５２名）

（新規６９名、更新３，９１２名、再発行８４名）

  ４，０６５名の内訳は、次のとおりである。

① 給水装置工事配管技能検定合格者（合格者）

既に検定に合格している有資格者からの「給水装置工事配管技能者証」

の新規発行（平成２８年度以前の合格者）、有効期限満了による更新又は

再発行の希望に応じて、同技能者証を有償発行した。

・配管技能者証発行数  ３，４５３名 （前年度実績 ３，１７５名）

（新規４５名、更新３，３３３名、再発行７５名）

② 給水装置配管技能資格者（認定者）

水道事業者等が付与した資格であって、給水装置工事配管技能者認定協

議会（平成２５年３月に解散、その後の事務は当財団が引き継ぐ）が認定し

た資格に該当する有資格者からの「給水装置工事配管技能者証」の新規発
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行、有効期限満了による更新又は再発行の希望に応じて、同技能者証を有償

発行した。

・配管技能者証発行数 ６１２名 （前年度実績 ２，４７７名）

（新規２４名、更新５７９名、再発行９名）

４．給水装置工事に係る技術の開発、調査及び研究並びに普及啓発事業

（１）調査・研究事業

１）調査事業

① 給水装置工事におけるデジタル化・効率化に向けた検討

令和２年度から令和５年度までは、厚生労働省から「給水装置工事のデジタ

ル化・効率化等」に関する調査委託を受託した。この委託調査と並行して、令和

４年度からは水道界の行政、団体、企業等をメンバーとして勉強会を開催し、給

水装置工事における指定給水装置工事事業者と水道事業者双方の業務の効率化

を図ることを目的として、合理的なデジタル技術導入の可能性を検討してきた。 

 令和６年度は、給水装置工事の事前調査、施工計画、申し込み・完了計画など

の一連の業務プロセスごとのシステムについて、システムの想定利用者別に検

討を進めるとともに、システムごとに備えるべき基本要件、導入にあたっての留

意点、システムの実現性を勉強会メンバーにおいて検討して意見集約等を行い

整理した。

（２）普及啓発事業

１）機関誌「きゅうすい工事」の発行事業

令和６年度は機関誌を年間２回発行した。

① 機関誌編集委員会の開催

機関誌の編集及び編集方針について、審議を行った。

・第６４回委員会 令和６年４月１６日(火)

議 題 令和６年夏季号の編集（案）について 

令和７年冬季号の編集方針（素案）について 
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・第６５回委員会 令和６年９月３日(火)

議 題 令和７年冬季号の編集（案）について 

令和７年夏季号の編集方針（素案）について  

・第６６回委員会 令和７年２月２０日（木）

議 題 令和７年夏季号の編集（案）について 

令和８年冬季号の編集方針（素案）について 

※ 例年夏季号の機関誌編集委員会は、年度当初の４月に開催してきた

が、委員の人事異動などを考慮して前年度末の開催とした。

② 機関誌発行部数 ３,３００部/回（年２回）

機関誌発行月  令和６年７月、令和７年１月 

２）給水装置工事に関する参考図書の発行事業

① 「給水装置工事技術指針２０２０」の発行

令和２年４月に発刊した「給水装置工事技術指針２０２０」の内容を一部

修正して、令和６年１月より４刷として発行した。 

令和６年度は、国の水道行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移

管されたことから、移管に伴い改正された関係法令等を反映した修正事項一

覧表を販売時に同封した。 

なお、給水装置工事主任技術者試験の受験者に対して限定割引を実施し

て、一層の普及促進に努めた。 

② 給水装置工事技術指針の改訂

従来の給水装置工事技術指針 2020は、初版の発行から５年が経過したこ

と、国の水道行政が厚生労働省から国土交通省・環境省に移管されたことや

最新の技術情報等に更新するため、令和６年度に「給水装置工事技術指針改

訂委員会」を設置し、改訂作業を実施した。（令和７年５月発行） 

・第１回改訂委員会：令和６年８月８日（木）

・第２回改訂委員会：令和６年１１月１８日（月）

・第３回改訂委員会：令和７年１月２０日（月）
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③ 「給水装置の事故事例に学ぶ」

（平成２３年８月初版発行、平成２７年７月３刷発行）

初版発行から13年以上が経過したため、令和６年度末をもって販売を終了

し、令和７年４月から当財団HPに掲載した。 

３) 財団ホームページを活用した給水装置技術資料の普及事業

・「東日本大震災給水装置被害状況調査報告書」（令和６年４月掲載）

・「給水管分岐部に係る給水配管の耐震性評価報告書」（令和４年３月掲載） 

・「給水用ポリエチレン管の経年劣化に関する調査検討報告書」

 （令和４年３月掲載） 

・「事故事例に学ぶ Ⅱ」（平成３０年１２月掲載）

・「熊本地震給水装置被害状況調査報告書」（平成３０年８月掲載）

・「直結給水における逆流防止システム設置のガイドラインとその解説」

 （平成２９年６月掲載） 

４）給水装置普及啓発講演・発表

日水協徳島県支部が開催した指定給水装置工事事業者講習会において、給水装

置に関する啓発講演を行った。 

また、神奈川県営水道の職員を対象とした研修会においても、給水装置に関す

る啓発講演を行った。 

５．財団業務のデジタル化 

政府がデジタル社会の実現に向けて、迅速かつ重点的に実施すべき施策を明らか

にしたことを受け、試験受付事務において、受験手数料の支払手段を従前の郵便振替

に加えて、クレジットカードによるキャッシュレス決済を導入するために願書申込

システムの改修を行い、受験者の利便性向上を図った。

また、財団の業務全体について、業務・手続きの簡素化、迅速化を図るため、財政
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状況を勘案しながら順次デジタル化を推進した。 

６．ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取組 

財団が行う給水装置工事技術者の養成と給水工事技術の開発・調査・研究という

事業自体が、ＳＤＧｓの目標のうち、目標６「水・衛生」、目標８「経済成長と雇

用」、目標９「インフラ、産業化、イノベーション」、目標１１「住み続けられ

る、インフラの基本をつくるまちづくり」、目標１２「つくる責任、つかう責

任」、目標１７「パートナーシップで目標を達成しよう」などに貢献しうるものと

考えられる。 

また、目標７「エネルギー」、目標１３「気候変動」などに関しては、財団及び

その役職員が、それぞれの業務、生活に応じた環境保全活動に取り組むことを目的

に、令和３年１２月に「環境保全活動の推進に関する規程」及び「環境保全活動に

関する指針」を制定し、財団内に「環境保全活動推進委員会」を設置して環境保全

活動の推進に努めた。 

なお、財団の事務所は、民間企業が所有・管理するビルの一角を借りており、財

団が主体的に実施できる活動は限られているものの、事務所内及び共用部におい

て、電力や紙類の節減など、可能な限りの環境保全活動を行うよう努めた。また、

財団の事務所以外で行う試験、検定会、研修会等の業務においては、それぞれの会

場管理者等と協議の上で、可能な環境保全活動に努めるとともに、それらの業務に

伴う役職員の移動、宿泊等においても、環境保全に配慮した行動に努めた。さら

に、役職員の日常生活においても可能な範囲で環境保全活動に努めた。 
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附属明細書 

事業報告の内容を補足する重要な事項はありません。
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